
１　総括

( 1 )  人件費の状況（普通会計決算）

(2)  職員給与費の状況（普通会計決算）

　（注）１　職員手当には、退職手当を含みません。

２　職員数については、令和５年４月１日現在の人数です。また、任期付短時間勤務職員、暫定再任用職員（短時間勤務）、

　定年前再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員を含みません。

３　給与費については、任期付短時間勤務職員、暫定再任用職員（短時間勤務）及び定年前再任用短時間勤務職員の給与費が

　含まれていますが、会計年度任用職員の給与費は含まれていません。

( 3 )  ラスパイレス指数の状況

　（注）１ ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数（構成）を用いて、

　学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を100として計算した指数。

２　（）書きの数値は、地域手当補正後ラスパイレス指数を指す。地域手当補正後ラスパイレス指数とは、地域手当を加味した

　地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を比較するため、地域手当の支給割合を用いて補正したラスパイレス指数。

　(補正前のラスパイレス指数×(１+当該団体の地域手当支給割合)/(１+国の指定基準に基づく地域手当支給割合)により算出。)

３ 類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。

４ ラスパイレス指数（地域手当補正後ラスパイレス指数を含む）の算出に当たっては、60歳に達した日以後の最初の4月1日

　以後について、本来の給料月額の7割水準で支給される職員を除いています。

※　令和６年４月１日のラスパイレス指数が、①３年前に比べ１ポイント以上上昇している場合、②３年連続で上昇している場合、

　③100を超えている場合について、その理由及び改善の見込み

三原市の給与・定員管理等について

住民基本台帳人口 歳出額 実質収支 人件費 人件費率 （参考）

(R6年1月1日現在) Ａ Ｂ Ｂ／Ａ R4年度人件費率

R5年度 88,128人 52,646,853千円 816,106千円 8,384,027千円 15.9% 15.1%

職員数 給 与 費 一人当たり給与費 （参考）類似団体

Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 計　　　Ｂ Ｂ／Ａ　　 一人当たり給与費

R5年度 874人 3,259,110千円 703,550千円 1,353,390千円 5,316,050千円 6,082千円 5,922千円

区　分

区分

　該当しません。
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( 4 )  給与制度の総合的見直しの実施状況について

① 給料表の見直し

　 （給料表の改定実施時期）　　平成27年4月1日

（内容）　 一般行政職の給料表について、国の見直し内容を踏まえ、平均1.94％引下げ

　激変緩和のため、3年間（平成30年3月31日まで）の経過措置（現給保障）を実施

　他の給料表については、一般行政職給料表との均衡を踏まえて見直しを実施

② 地域手当の見直し

（支給割合）　国基準３％に対し、三原市においても３％を支給

（実施時期）　平成27年4月1日より実施　段階的に支給割合を引上げることとし、平成27年4月1日時点は１％、給与改定後は

平成27年4月に遡及し2％、平成28年4月1日から3％を支給

【参考】

③ その他の見直し内容

管理職員特別勤務手当及び単身赴任手当について、国と同様に見直しを実施（平成27年4月1日実施）　

２　職員の平均給与月額、初任給の状況

( 1 )  職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和6年 4月 1日現在）

 ①  一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

 ②  技能労務職

各年度の支給割合

平成27年度

4月1日

時点

遡及

改定後

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
平均給与月額

（国ベース）

三原市 43.8 327,715 400,839 363,149

広島県 43.2 330,092 408,535 368,685

国 42.1 323,823 - 405,378

類似団体 41.8 316,920 385,423 350,499

公務員

平均年齢 職員数 平均給料月額 平均給与月額(A)
平均給与月額

（国ベース）

三原市 52.3歳 17人 332,664円 361,676円 346,282円

うち清掃職員 56.4歳 3人 318,866円 347,166円 330,633円

うち学校給食調理職員 47.8歳 3人 335,833円 377,400円 360,033円

うちその他技能労務職 52.3歳 11人 335,563円 363,727円 346,800円

国 51.2歳 1,829人 288,144円 － 330,553円

類似団体 52.0歳 20人 300,573円 331,686円 314,882円

【概要】国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均２％の引下げ及び地域手当の支給割合の見直し等に取り組む

とされています。
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三原市の支給割
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（参考数値）

円 円 円

円 円 円

※　民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用しています（平成25～27年度の３ヵ年平均）。

※　技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものでは

　　ありません。

※　年収ベースの「公務員（C）」及び「民間（D）」のデータは、それぞれ平均給与額を１２倍したものに、公務員においては

　　前年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値です。

 ③  消防職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

（注）１　「平均給料月額」とは、令和６年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です｡

　　　２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての

　　　　諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。

　　　　　また、「平均給与月額（国比較ベース）」は比較のため、国家公務員と同じベース（＝時間外勤務手当等を除いたもの）

　　　　で算出しています。

( 2 )  職員の初任給の状況（令和6年 4月 1日現在）

円 円 円

円 円 円

円

円

円

円

( 3 )  職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和6年 4月 1日現在）

円 円 円 円

円 円 円

円 円 円 円

円

三原市 民間（広島県） 年収ベースの比較

職種 類似職種 平均年齢 平均給与月額（B） A/B 公務員（C） 民間（D） C/D

清掃職員 廃棄物処理従業員 45.3 290,300 1.20 5,715,992 3,968,100 1.44

学校給食調理員 調理士 43.0 229,700 1.64 6,078,800 3,020,300 2.01

自動車運転手 － － － － － － －

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
平均給与月額

（国ベース）

三原市 40.3 321,934 396,660 358,542

類似団体 38.4 305,380 379,618 340,639

区　　　分 三原市 広島県 国

大　学　卒 202,400 205,537 196,200

高　校　卒 170,900 173,729 166,600

技能職 170,900

労務職 166,600

大　学　卒 217,100 - -

高　校　卒 188,100 - -

区　　　         分 経験年数１０年 経験年数２０年 経験年数２５年 経験年数３０年

大　学　卒 277,458 354,583 375,388 371,972

高　校　卒 239,700 - 330,000 378,600

高　校　卒 - - - -

中　学　卒 - - - -

大　学　卒 280,900 360,450 401,600 400,200

高　校　卒 259,400 - - -

一般行政職

技能労務職 高　校　卒 - 164,000 円

消　防　職

一般行政職

技能労務職

消　防　職
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３　一般行政職の級別職員数等の状況

( 1 )  一般行政職の級別職員数の状況（令和6年 4月 1日現在）

（注）１　三原市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。

      ２　標準的な職務内容とは，それぞれの級に該当する代表的な職務です。

１級 主事・技師 56人 10.6% 162,100円 249,400円

２級 主事・技師 49人 9.3% 208,000円 305,200円

３級 主任主事・主任技師・主任 167人 31.6% 240,900円 351,000円

４級 主査・専門員 71人 13.4% 271,600円 386,800円

５級 課長補佐・係長・主任専門員 109人 20.6% 295,400円 395,000円

６級 次長・課長 66人 12.5% 323,100円 411,300円

７級 部長 11人 2.1% 365,500円 446,200円

区　　分 標準的な職務内容 職員数 構成比
１号給の

給料月額

最高号給の

給料月額

１級, 10.6% １級, 10.2% １級, 11.4%

２級, 9.3% ２級, 9.8% ２級, 9.5%

３級, 31.6% ３級, 31.6%
３級, 37.7%

４級, 13.4% ４級, 14.0%
４級, 8.1%

５級, 20.6% ５級, 19.8% ５級, 20.7%

６級, 12.5% ６級, 12.5% ６級, 10.1%

７級, 2.1% ７級, 2.1% ７級, 2.5%
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(2) 国との給料表カーブ比較表（行政職（一））（令和6年4月1日現在）

( 3 )  昇給への人事評価の活用状況（一般行政職）

イ　人事評価を活用している

活用している昇給区分

上位、標準、下位の区分

上位、標準の区分

標準、下位の区分

標準の区分のみ（一律）

ロ　人事評価を活用していない

令和6年中における運用 管理職員 一般職員

昇給可能な

区分

昇給実績が

ある区分

昇給可能な

区分

昇給実績が

ある区分

○ ○ ○ ○

0

1,00 0

2,00 0

3,00 0

4,00 0

5,00 0

6,00 0
国10級

国９級

国８級
市７級国７級

国６級市６級
国５級 市５級

国４級市４級
国３級市３級

国２級市２級

国１級 市１級

昇　　給

給
　

料
　

月
　

額

　　　　　　　　三原市 （ R6）

　　　　　　　

  　　　　　　　国家 公 務 員  （ R6)
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４　職員の手当の状況

( 1 )  期末手当・勤勉手当

月分 月分 月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分 月分 月分

（注）(  )内は、暫定再任用職員に係る支給割合です。

○勤勉手当への勤務成績の反映状況（一般行政職）

イ　人事評価を活用している

活用している成績率

上位、標準、下位の成績率

上位、標準の成績率

標準、下位の成績率

標準の成績率のみ（一律）

ロ　人事評価を活用していない

( 2 )  退職手当（令和6年 4月 1日現在）

（支給率） （支給率）

（注）１　退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した職員に支給された平均額です。

　　　２　「応募認定・定年」のうち「定年」には、定年退職及び定年引上げ前の定年年齢に達した日以後その者の非違によることなく

　　　　退職した場合を含む。

( 3 )  地域手当（令和6年 4月 1日現在）

人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

三原市 広島県 国

１人当たり平均支給額（令和5年度） １人当たり平均支給額（令和5年度） １人当たり平均支給額（令和5年度）

1,550 千円　 1,563 千円　 -

（令和5年度支給割合） （令和5年度支給割合） （令和5年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

2.45 2.05 2.45 2.05 2.45 2.05

（1.375） （0.975） （1.375） （0.975） （1.375） （0.975）

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、給与職務の級等による加算措置　有 職制上の段階、給与職務の級等による加算措置　有 職制上の段階、給与職務の級等による加算措置　有

支給可能な

成績率

支給実績が

ある成績率

支給可能な

成績率

支給実績が

ある成績率

○ ○ ○ ○

三原市 国

自己都合 応募認定・定年 自己都合 応募認定・定年

勤続２０年 19.6695 月分 24.586875 月分 勤続２０年 19.6695 月分 24.586875 月分

勤続２５年 28.0935 月分 33.27075 月分 勤続２５年 28.0935 月分 33.27075 月分

勤続３５年 39.7575 月分 47.709 月分 勤続３５年 39.7575 月分 47.709 月分

最高限度額 47.709 月分 47.709 月分 最高限度額 47.709 月分 47.709 月分

その他の加算措置
　勤続20年以上で定年前早期退職特例措置とし

て2～20％を加算する
その他の加算措置

　勤続20年以上で定年前早期退職特例措置とし

て2～45％を加算する

１人当たり平均支給額 7,813 千円

支給実績（令和5年度決算） 110,574 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（令和5年度決算） 120,714 円

支給対象地域 支給割合 支給対象職員数 国の制度（支給割合）

三原市 3 906 3

東京都特別区 20 2 20

広島県広島市 10 8 10

令和6年度中における運用 管理職員 一般職員
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( 4 )  特殊勤務手当（令和6年 4月 1日現在）

(5)  時間外勤務手当

（注）職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（○年度決算）」と同じ年度の４月１日現在の総職員数

　　（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含みます。

支給実績（令和5年度決算） 4,624 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（令和5年度決算） 25,731 円

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和4年度） 19.5 ％

手当の種類（手当数） 8

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

市税徴収手当 収納課の市税を徴収する職員
市税徴収業務に従事した

とき

1件につき2円及び徴収金額の

1,000分の2に相当する金額

感染症防疫作業従事手当 感染症防疫作業に従事する職員
感染症防疫作業に従事し

たとき
日額1,000円

行旅病人の救護に従事した職員
行旅病人の救護作業に従

事したとき
1件1,000円

行旅死亡人の取扱の作業に従事し

た職員

行旅死亡人の取扱作業に

従事したとき
日額3,000円

生活保護常務手当 生活保護の業務に従事する職員
生活保護業務に従事した

とき
月額3,000円

夜間看護業務従事手当
病院で市長が定めるものの病棟に

勤務する看護師、准看護師等

深夜勤務（午後10時～午

前5時）で看護業務に従事

したとき

勤務1回につき1,800円

救急業務に出動したとき 1件につき60円

深夜勤務に従事したとき 1勤務につき140円

高所特殊消防作業に従事

したとき
1当務につき100円

交代勤務に従事するとき 月額7,000円

現場作業に従事したとき

汚泥処理等 日額500円

時間外招集作業等 1回2,000円

（深夜2,500円）

危険作業に従事したとき
有害物取扱 日額250円

高所深所等 日額500円

年末年始に維持管理作業

に従事したとき

1勤務につき2,500円

（4時間以上5,000円）

巡回監視を行ったとき 日額710円

応急作業等に従事したと

き
日額1,080円

支給実績（令和4年度決算） 269,249 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（令和4年度決算） 368 千円

支給実績（令和5年度決算） 269,486 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（令和5年度決算） 356 千円

行旅病人及び行旅死亡人

取扱手当

消防業務手当 消防業務に従事する職員

水道業務手当

広島県水道広域連合企業団への派

遣職員で、対象業務に従事する職

員

災害時応急作業等手当
災害時に応急作業等に従事した職

員

7



( 6 )  その他の手当（令和6年 4月 1日現在）

円

円

円

円

円

円

円

円

５　特別職の報酬等の状況（令和6年4月1日現在）

（参考）類似団体における最高／最低額

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

市長

副市長

 （支給時期）

円 退職時

円 退職時

（注）退職手当の「1期の手当額」は、4月1日現在の給料月額及び支給率に基づき、1期（4年＝48月）勤めた場合における

　　退職手当の見込額です。

国の制度 国の制度と 支給実績 支給職員１人当たり

手　当　名 との異同 異なる内容 （令和5年度決算） 平均支給年額

（令和5年度決算）

扶養手当
配偶者:6,500円、子:10,000円、

その他:6,500円
同 1,053,130 千円 258,754

住居手当 借家:28,000円以内 同 599,648 千円 299,824

単身赴任手当

異動等により配偶者と別居し、単身で生活

することを常況とした場合:26,000～74,000

円

同 0 千円 0

通勤手当

通勤で公共交通機関､交通用具を使用する者

公共交通機関:55,000円以下　実費負担

　 　　　　　55,001円以上　55,000円

交通用具使用:距離により2,900～31,600円

異

交通用具：

距離により

2,000～

31,600円

875,431 千円 127,428

管理職手当
管理又は監督の地位にある職員

部長級：77,400円、課長級：62,300円
同 782,256 千円 752,169

休日勤務手当
休日に勤務した場合　

勤務1時間当りの給与額×135/100×時間数
同

時間外勤務

手当に含む
-

夜勤手当
午後10時から翌日午前5時まで勤務した場合　

勤務1時間当りの給与額×25/100×時間数
133,748 千円 91,608

宿日直手当
宿日直勤務をした場合　

1回4,200～30,000円
－ 千円 －

管理職員特別勤務手当

管理職手当支給対象職員が、臨時･緊急の必

要により勤務した場合　　

休日：課長級6,000円、部長級8,000円　

平日深夜：課長級3,000円、部長級4,000円

同 4,230 千円 13,645

区　　　分 給 料 月 額 等

市長 943,000 1,053,000 686,000

副市長 744,000 870,000 623,500

議長 530,000 629,000 376,900

副議長 475,000 575,000 309,700

議員 428,000 522,000 286,600

（令和5年度支給割合）

議長 （令和5年度支給割合）

副議長 4.50 月分

議員

（算定方式） （1期の手当額）

市長 　給料月額×支給率(5.0)×年数 18,860,000

副市長 　給料月額×支給率(3.0)×年数 8,928,000

内容及び支給単価

給

料

報

酬

4.50 月分

退

職

手

当

期

末

手

当
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６　職員数の状況

( 1 )  部門別職員数の状況と主な増減理由 （各年４月１日現在）

[ ] [ ]

（注）１　職員数は一般職に属する職員数です。

　　　２　[　]内は、条例定数の合計です。

職 員 数

令和５年 令和６年

議　　会 7 7 0

総　　務 208 206 -2

税　　務 45 46 1

民　　生 180 172 -8 機構改革等

衛　　生 59 59 0

労　　働 0 0 0

農林水産 27 28 1 機構改革等

商　　工 17 17 0

土　　木 80 81 1

小　計 623 616 -7

＜参考＞                       

 人口１万人当たり職員数　69.90人

 （類似団体の人口１万当たりの職員数　59.84人）

教 育 部 門 86 92 6

消 防 部 門 166 169 3

小　計 875 877 2

＜参考＞                       

 人口１万当たり職員数　99.51人

 （類似団体の人口１万当たりの職員数　77.94人）

病　　院 0 0 0

水　　道 0 0 0

下 水 道 14 14 0

交　　通 0 0 0

そ の 他 30 30 0

小　計 44 44 0

合　　計 919 921 2

990 990 ［　0　］

　　　　　　　　　　　区　　分

　部　　門

対前年

増減数
主な増減理由

会

計

等

部

門

公

営

企

業

＜参考＞                       

 人口１万当たり職員数　104.51人

普

通

会

計

部

門

一

般

行

政

部

門
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( 2 )  年齢別職員構成の状況（令和6年4月1日現在）

( 3 )  職員数の推移

部門別

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（注）　各年における定員管理調査において報告した部門別職員数です。

７　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

( 1 )  職員の勤務時間（一般職の標準的なものを記入） （令和6年4月1日現在）

（注）１　休憩時間：職員が勤務時間の途中において、勤務から解放され、自己の時間として自由に利用することが保障されている時間

　　　　　　　　　　であり、労働基準法に準拠しているものです。

( 2 )  年次有給休暇の取得状況 （令和5年1月1日～令和5年12月31日）

20 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 計

未満 ～23 ～27 ～31 ～35 ～39 ～43 ～47 ～51 ～55 ～59 以上

職員数 3人 43人 89人 82人 97人 82人 82人 87人 124人 119人 82人 31人 921人

年度

一般行政職 569 579 592 588 623 616 47 8.3%

教育 95 98 90 86 86 92 -3 -3.2%

消防 169 169 168 169 166 169 0 0.0%

普通会計計 833 846 850 843 875 877 44 5.3%

公営企業等会計計 70 84 82 81 44 44 -26 -37.1%

総合計 903 930 932 924 919 921 18 2.0%

１週間の

勤務時間
開始時刻 終了時刻 休憩時間

備　　　考

（時差通勤等を実施している場合は、

その内容を簡潔に記入する）

38時間

45分
8:30 17:15 12:00～13:00

総付与日数

　　　　　　　Ａ

総使用日数

　　　　　　　Ｂ

全対象職員数

　　　　　　　Ｃ

平均使用日数

Ｂ/Ｃ

取得率

Ｂ/Ａ

17,011日 5,770日 450人 12.8日 33.9%

区　分

平成31年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年
過去５年間の増減数

（率）

0

2

4

6

8

10

12

14

16

構成比

５年前の構成比

%
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( 3 )  時間外勤務及び休日勤務等の状況（令和5年4月1日～令和6年3月31日）

（注）１　「時間外・休日勤務総時間数」は、当該年度中の時間外勤務等の総時間数です。

　　　２　「職員一人当たりの時間外・休日勤務月平均時間数」は、「時間外・休日勤務総時間数」を対象職員（管理職を除く）数で

　　　　　除したものです。

( 4 )  特別休暇等の状況 （令和6年4月1日現在）

（注）「特別休暇等」とは、特別休暇及び職務専念義務免除で制度化されているもの。

時間外・休日勤務総時間数
職員一人当たりの

時間外・休日勤務月平均時間数　

103,189 14.8

休暇の種類 付与日数・期間等
有給・無給

の別

国の制度

との異同
国の制度と異なる内容

非常災害による交通遮断 その都度必要と認める期間 有給 同

天災地変による職員の現住居の滅失又

は破壊

7日以内においてその都度必要と認

める期間
有給 同

証人、鑑定人参考人等としての出頭 その都度必要と認める期間 有給 同

選挙権その他公民としての権利の行使 その都度必要と認める期間 有給 同

所轄庁の事務又は事業の全部又は一部

の停止
その都度必要と認める期間 有給 異 国は、制度なし

職員の結婚休暇 連続する8日以内の期間 有給 異 国は、5日以内

女子職員の出産休暇 産前8週間、産後8週間 有給 同 国は、産前6週間

妊婦検診
妊娠満23週 :4週間に1回､24週～35週 :２週間に

１回､その都度必要と認める日又は時間 有給 異 国は、制度なし

妊娠中の女子職員の通勤緩和
勤務時間の始め又は終わりに、1日

につき1時間以内
有給 異 国は、制度なし

生後満１年に達しない子の育児時間 1日2回、それぞれ30分 有給 同

配偶者の出産休暇 2日以内 有給 同

育児参加のための休暇
配偶者の産前から産後１年の間で5

日内
有給 同

短期介護休暇
要介護者の介護のため5日以内（対

象2人以上の場合10日）
有給 同

生理休暇
2日以内でその都度必要と認める期

間
有給 異 国は、病気休暇措置

忌引 親族に応じ1～10日間 有給 異

父母の追悼 1日 有給 同

夏季休暇 5日間 有給 異 国は、3日間

ドナー休暇 その都度必要と認める期間 有給 同

子（小学校就学前）の看護休暇
暦年で5日以内（対象2人以上の場

合10日）
有給 同

不妊治療休暇
暦年で5日以内（体外受精、顕微授

精の場合は5日追加）
有給 同

ボランティア休暇 暦年で5日以内 有給 同

病気休暇 療養のため必要最小限の期間
有給(90日ま

で)
同

介護休暇
介護のため必要と認める6月以内の

期間
無給 同

組合休暇 暦年で30日以内 無給 無 国は、制度なし

研修受講 その都度必要と認める期間 有給 同

厚生計画への参加 その都度必要と認める期間 有給 同

消防団活動 その都度必要と認める期間 有給 異 国は、制度なし

妊娠中又は出産後の症状対応措置 その都度必要と認める期間 有給 同
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８　職員の分限及び懲戒処分の状況

( 1 )  分限処分者数（令和5年4月1日～令和6年3月31日） （単位：人）

( 2 )  懲戒処分者数（令和5年4月1日～令和6年3月31日） （単位：人）

（注）「訓告等」とは、事件当事者又は監督者に対して訓告、厳重注意などの実質的な制裁を伴わない矯正

　　　措置をいいます。

９　職員の服務の状況

( 1 )  公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律（以下「派遣法」という。）に基づく

　派遣の状況

(2)  営利企業等の従事許可の状況（令和5年4月1日～令和6年3月31日）

区分 件数

許可 5

区　　　　分 降任 免職 休職 降給 合計

勤務実績が良くない場合
地公法第28条

第1項第1号
0

心身の故障の場合

地公法第28条

第1項第2号

第2項第1号

13 13

職に必要な適格性を欠く場合
地公法第28条

第1項第3号
0

職制、定数の改廃、予算の減少により

廃職、過員を生じた場合

地公法第28条

第1項第4号
0

刑事事件に関し起訴された場合
地公法第28条

第2項第2号
0

条例で定めた事由による場合
地公法第27条

第2項
0

計 0 0 13 0 13

区　　　　分 戒告 減給 停職 免職 合計 訓告等

法令に違反した場合
地公法第29条

第1項第1号
0 0 0 0 0 0

職務上の義務に違反し又は職務を

怠った場合

地公法第29条

第1項第2号
0 0 0 0 0 10

全体の奉仕者たるにふさわしくない

非行のあった場合

地公法第29条

第1項第3号
0 0 0 0 0 2

計 0 0 0 0 0 12

派遣職員数（人）

役員 職員 合計

派遣法第２条第１号
公益財団法人

広島県市町村振興協会
0 1 1

派遣形態根拠 法　人　名
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１０　職員の研修の状況

( 1 )  研修に関する基本方針の策定（地方公務員法第３９条第２項）

(2)  研修の実施状況 （令和5年4月1日～令和6年3月31日）

人 人

人 人

人 人

１１　職員の退職管理の状況

１２　職員の福祉及び利益の保護の状況

ア　会員数　1,254人（令和5年4月1日現在）　※三原市分を記載

イ　主な事業内容

・健康づくり事業（ソフトボール大会、サッカー教室、体験型環境学習）

・相談事業（法律相談、税務相談）

・スポーツ、文化施設等利用契約

・積立年金事業

・公益事業（図書の寄付）

ウ　負担割合　職員の掛金：標準報酬月額の1.64／1,000　、　市の負担金：標準報酬月額の1.64／1,000（公費負担率50.0％）

エ　令和5年度決算額　市の負担金　7,960千円

策定の有無 策定時期

有 平成18年11月

機関別研修
本年度

参加者数

前年度

参加者数
備　考

派遣研修 232 171

独自研修 1,133 640

計 1,365 811

区分
民間企業

（株式会社・有限会社）
左記以外の法人

令和４年度退職者

（管理職であった者）
0 2

令和５年度退職者

（管理職であった者）
0 1

( 1 )  職員の福利厚生の状況

　① （一財）広島県市町村職員共済互助会（学校共済加入者23人除く）

職員の福利厚生事業については、（一財）広島県市町村職員共済互助会及び三原市職員互助会（恵和会）において実施しています。

令和5年度の事業実績は、次のとおりです。
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イ　主な事業内容

・職員の保健に関する事業（人間ドック助成など）

・職員の元気回復に関する事業（宿泊利用助成、スポーツ大会）

・その他厚生事業（慶弔給付、やっさ踊り、間口清掃）

ウ　負担割合　職員の会費　　　　給料月額の3.00／1,000

　　　　　　　市の助成金　　　　給料月額の0.12／1,000

エ　令和5年度決算額 　事　業　費　　　11,630千円

　　　　　　　　　　　　うち市の助成金　   0千円（公費負担率0.0％）

( 2 )  令和 5年度健康診断等の状況

(3)  勤務条件に関する措置の要求の状況

　　　　該当なし

( 4 )  不利益処分に関する不服申立ての状況（令和5年度）

　②　三原市職員互助会（恵和会）

ア　会員数　918人（令和5年4月1日現在）

区　　　分 受診者数（人）

定期健康診断 321

人間ドック 705

令和5年度当初 新規申立て 取下げ 裁決・決定 令和5年度末

0件 0件 0件 0件 0件
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